
　　　平成26年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方

　　消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てられる

　　ものとされています。

　　　日野市の平成27年度一般会計当初予算における地方消費税交付金（社会保障財源化分）の充当状

　　況は、次のとおりです。

【歳入】 1,831,000 千円

【歳出】 20,864,677 千円

国都支出金 市債 その他
地方消費税交付金

（社会保障財源化分）
その他

社 会 福 祉 障 害 福 祉 費 4,171,776 2,887,227 0 0 203,762 1,080,787

老 人 福 祉 費
（介護・後期繰出金除く）

399,481 117,773 0 11,308 42,892 227,508

児 童 運 営 費 595,503 244,795 0 0 55,631 295,077

保 育 園 費 4,413,358 1,517,786 0 694,044 349,219 1,852,309

生 活 保 護 経 費 3,903,268 3,044,129 0 0 136,281 722,858

計 13,483,386 7,811,710 0 705,352 787,785 4,178,539

社 会 保 険 国 民 健 康 保 険 事 業 費 2,755,012 353,488 0 0 380,942 2,020,582

介護保険特別会計及び後期
高齢者医療特別会計繰出金

3,321,519 177,327 0 0 498,748 2,645,444

計 6,076,531 530,815 0 0 879,690 4,666,026

保 健 衛 生 予 防 費 568,746 150,286 0 0 66,378 352,082

健 康 管 理 費 736,014 55,065 0 68,519 97,147 515,283

計 1,304,760 205,351 0 68,519 163,525 867,365

20,864,677 8,547,876 0 773,871 1,831,000 9,711,930

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分して充当しています。

本表は、消費税率引き上げに伴う財源の充当先（社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費）」を示すもの（総務省事務通達）

であり、下記はその中で使用される用語及び事例を抜粋したものです。

※１ 社会保障４経費：制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に

要する経費

※２ その他社会保障施策に要する経費：社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策

※３ 社会福祉：生計の困難な者や心身に障害のある者に対して必要な援助を行う等国民の生存権を確保することによって、

国民生活の内容を豊かならしめること

事例）生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉　など

※４ 社会保険：保険的方法によって社会保障を行う制度の総称で、法令に基づき実施される「強制保険」的な制度

事例）国民健康保険、介護保険、年金　など

※５ 保健衛生：国民の健康を保つための施策

事例）医療に係る施策、感染症その他の疾病の予防対策、健康増進対策　など

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費の状況

（単位：千円）
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